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 （続） 

 

  法人税法施行令 69 条 1 項 1 号ロの「臨時改訂事由」の定めは、平成 19 年度税制改正によって設けられたものですから、

まず、その解説を確認してみましょう。財務省の『平成 19 年度 税制改正の解説』においては、「役員の職制上の地位の変更」

と「役員の職務の内容の重大な変更」に関する法人税基本通達 9-2-12 の 3 と同旨の説明に続けて、次のように解説されてい

ます。 

   「このように、臨時改訂事由による改訂は、上記イの「特別な事情」とは異なり、事業年度開始の日から 3 月経過

日等までには予測しがたい偶発的な事情等によるもので、利益調整等の恣意性があるとは必ずしもいえないもの

についても定期給与の額の改訂として取り扱うことを明示したものです。」(財務省『平成 19 年度 税制改正の解

説』331 頁) 

 

 この解説文は、規定の創設の趣旨・目的の解説ではなく、規定の内容の解説という形態の文章となっていますが、その内容

は、規定の創設の趣旨・目的を示しているものと解されます。この文章は、「このように、」という文言で始まっていますので、

「職制上の地位の変更」「職務の内容の重大な変更」及び「これらに類するやむを得ない事情」の趣旨・目的を示しています。

すなわち、「これらに類するやむを得ない事情」がどのようなものかということは、この解説文の読解によって趣旨・目的を把握

して判断を行えばよい、ということです。 

 

この解説文の構成は、「事業年度開始の日から 3 月経過日等までには予測しがたい偶発的な事情等によるもの」かつ「利益

調整等の恣意性があるとは必ずしもいえないもの」について、「定期給与の額の改訂として取り扱うことを明示した」ということ

になっています。 

 

「事業年度開始の日から 3 月経過日等までには予測しがたい偶発的な事情等によるもの」の「3 月経過日等」とは、「当該事業

年度開始の日の属する会計期間開始日から 3 月を経過する日(保険会社にあっては、当該会計期間開始の日から 4 月を経

過する日(中略))」とされています(同前 330 頁)。 

 

 「予測しがたい偶発的な事情等」とは、「等」を除けば、文字通りの意味で捉えられるものと考えて良いでしょう。 

 この「等」に関しては、「事情等」という用語を用いたものが『平成 19 年度 税制改正の解説』中には他に存在せず、また、前

後の文章を検証してみても、推測の糸口となるものが全く存在しませんので、何を指しているのか、全く不明です。 

 法令においても、「等」という用語は、その不明確さゆえに、出来るだけ避けた方が良いとされているわけですが、解説にお

いても、この点は同様です。 

 何を指すのか全く不明な用語は、そもそも考慮のしようもありません。 

 

「利益調整等の恣意性があるとは必ずしもいえないもの」の「利益調整」という用語は、『平成 18 年度 税制改正の解説』にお

いては、全く用いられておらず、『平成 19 年度 税制改正の解説』において、急に用いられるようになったものですが、『平成

19 年度 税制改正の解説』においては、この「利益調整等」という用語を用いて、「役員給与」に関する法人税法 34 条 1 項 2

号・法人税法施行令 69 条 1 項 1 号イ及びロの取扱いに関して、これに該当しなければ制限を緩和する、という内容の改正が



行われています。 

 この「利益調整等」に関しては、「利益調整」が「所得の金額の意図的な操作」と解されるものの、やはり、上記の「事情等」の

「等」と同様に、「等」の意味が全く不明です。 

 「恣意性がある」とは、「意図的に」と解して良いものです。 

 「必ずしもいえないもの」とは、「利益調整等の恣意性がある(もの)」を黒色に例えるとすれば、灰色のものということになり、

黒色のものは「定期給与の額の改訂」とは取り扱わないが、灰色のものは「定期給与の額の改訂」と取り扱う、ということです。 

 要するに、灰色は白色として取り扱う、ということであり、納税者にとっては、非常に歓迎するべき取扱いということになりま

す。 

 

「定期給与の額の改訂として取り扱うことを明示した」という部分は、文字どおり解することで済むものです。 

 

 このように、上記の解説文は、「等」としているところに疑問が残るものの、その点を除けば、「臨時改訂事由」をかなり広範に

捉えることとなる内容の文章となっています。 

 この「臨時改訂事由」の趣旨・目的をしっかりと踏まえて、法人税基本通達 9-2-12 の 3 においても積み残しとなっている「こ

れらに類するやむを得ない事情」の解釈を考えてみましょう。 

 

 「これらに類するやむを得ない事情」の解釈 

 

 「これら」とは、「職制上の地位の変更」と「職務の内容の重大な変更」となりますので、「これらに類する(中略)事情」がどのよ

うなものかということが問題となります。 

 この「類する」という用語は、前回、確認したとおり、「似る」「共通性がある」という意味です。 

 

 まず、「職制上の地位の変更」に「類する事情」とはどのようなものとなるのかということを考えてみましょう。 

 この「類する事情」は、「職制上の地位の変更」ではないけれどもそれに似た事情ということで、「職制上の地位の変更」との

類似性によって判断することとなります。 

 

 このような法令の用語の類似性の判断に際して、特別な方法があるわけではありませんので、この判断は、一般の例による

こととなりますが、通常、このような判断は、「形式」と「内容」に基づいて行われているはずです。 

 

 「形式」において、役員の「職制上の地位の変更」に似るものがあるかということを考えてみると、「職制上の地位の変更」とい

う定め方が特定の状態を指さない一般的な定め方となっているため、そもそもそのようなものは存在しないように思われま

す。 

 

 そうすると、「内容」において、役員の「職制上の地位の変更」に似るものがあるかということになりますが、これに関しては、

例えば、大株主兼代表者であった者が会社の株式を手放したことによって代表者の地位を維持しつつも新株主の意向に沿っ

て役員報酬を引き下げざるを得なくなったというようなケースは、役員の「職制上の地位の変更」によって役員報酬が下がった

ケースと似た事情にある、と言っても良いように思われます。代表者にとっては、その地位が維持されていたとしても、自らが

大株主の地位を失ったということは、所有者でありかつ経営者であった状態から単なる経営者の状態になってしまい、所有者

の意向に従わざるを得なくなったということになりますから、役員の中の職制上の地位の変更よりも実質的に大きな地位の変

更があったと言っても良いように思われます。 

 

 次に、「職務の内容の重大な変更」に「類する事情」とはどのようなものとなるのかということを考えてみましょう。 

 この「類する事情」も、「職務の内容の重大な変更」ではないけれどもこれに似た事情ということで、「職務の内容の重大な変

更」との類似性によって判断することとなります。 



 「形式」において、「職務の内容の重大な変更」に似るものがあるかということを考えてみると、「職務の内容の重大な変更」は

それ自体が「内容」に関するものであるため、そもそも「形式」の類似性を探ること自体に無理があります。 

 

 このため、これに関しても、「内容」における類似性の検討を行うこととなりますが、例えば、当該役員の職務の内容自体は変

わらないが、当該役員を取り巻く環境の変化により、当該役員の置かれている状態に重大な変化が生じ、報酬の額を変更せ

ざるを得ないというケースは、「職務の内容の重大な変更」によって報酬の額を変更したケースと似た事情にある、と言っても

良いように思われます。合併によって異なる会社が一体となったケースや株式買収等によって他のグループ内企業になったと

いうようなケースにおいては、そのような環境の変化による役員の報酬の額の見直しがあり得るように思われます。役員の報

酬の額が会社の状況や従業員の給与の水準あるいは他の役員の報酬の水準等によって異なるということに関しては誰も異

論はないはずであり、役員の置かれている状況に相対的な変化があれば、その変化を考慮して報酬の額を見直すことは、む

しろ当然と言わなければなりません。このような見直しを行わないということであれば、従業員の給与水準の変化によって過大

役員給与の問題が生ずるというようなことも無いとは言えません。 

 

 「重大｣かどうかという判断が残ることとなりますが、後に述べる「利益調整等」を目的とするようなものでない限り、「重大」で

ない事由によって、一旦、契約で決まっている役員報酬の額を変更するというようなことは行われない、と考えるのが常識的な

判断ということになるように思われます。 

 

 「やむを得ない事情」に該当するのか否かということに関しては、その判断基準が定められているわけではありませんので、

「社会通念」や「常識」などによって判断することとなりますが、具体的なケースで考えてみた方が分かり易いと思われますの

で、冒頭の二つの問題のケースを想定しながら考えてみましょう。 

 

 冒頭の二つのケースだけを見たのでは、適切な判断が行い難いわけですが、これらのケースと前回の解説の最後に引用し

た「やむを得ない理由」及び「やむを得ない事情」の解説文のケースとの位置関係がどうなるのかと考えてみると、感触が分か

ってきます。 

 

 仮に、これらの位置関係を 10 人の者に問うたとすれば、どのような結論になるのでしょうか。 

 

 この質問に対しては、全員が冒頭の二つのケースはいずれも二つの解説文のケースの間に位置する、と答えるのではない

でしょうか。 

 

 筆者も、それが「社会通念」や「常識」に沿った健全な判断であると考えます。 

 改めて言うまでもありませんが、冒頭の二つの問題のケースが上記の解説文のケースの間に位置するということは、冒頭の

二つの問題のケースは、「やむを得ない事情」に含まれる、ということを意味します。 

 

 このように見てくると、冒頭の二つの問題のケースも、「これらに類するやむを得ない事情」があるケースと考えてよいように

思われますが、平成 19 年度税制改正の解説において初めて語られた「利益調整等の恣意性」の有無に関しても、判断が必

要となります。これに関しては、既に述べたとおり、灰色を白色と取り扱う柔軟な考え方が採られているわけですが、この判断

を抜きにして結論を出すことはできません。 

 この点に関しては、冒頭の二つの問題のケースがその内容から察するといずれも「利益」や「所得」の有無とは関係のない事

柄で報酬の額を変更するものと推測されますので、冒頭の二つの問題のケースに「利益調整等の恣意性」はないと判断して

良いように思われます。 

 

 以上のような点からすると、冒頭の二つの問題のケースは、いずれも「臨時改訂事由」に該当するものと解するのが相当と

いうことになるように思われます。 



 

 税務執行当局が課税を行う場合には、その課税が法令の正しい解釈に基づくものであることを示す必要がありますので、実

務において、「臨時改訂事由」に該当するのか否かの判断に迷う場合には、本稿を持って、税務執行当局に照会を行ってみて

は如何でしょうか。 

  


